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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　つぎの事項（１）～（９）により特定される台座装置。
（１）台座装置は、高欄取付部と機器取付部とから構成されること
（２）高欄取付部は、長方形状の堅牢な金属平板からなる本体基板を主体とし、この本体
基板の上面中央部分に機器取付部を位置決めするための位置決め枠体が一体的に固設され
ていること
（３）機器取付部は、本体基板より小さい長方形状の堅牢な金属平板からなる上面板を主
体とし、この上面板における２つの短辺側から下方に垂れ下がるように一体化された側面
板を備えること
（４）機器取付部は、前記上面板および前記側面板からなる外形形状が前記位置決め枠体
に接するように高欄取付部に着脱自在に嵌め込まれ、高欄取付部上に位置決めされて載置
されること
（５）機器取付部は、前記上面板の中央に機器連結具を備えており、これにより観測機器
の底面を前記上面板の上面に接合した状態で両者を強固に固定することができること
（６）機器取付部は前記上面板に固設された複数個の引き止め型トグルクランプを備え、
高欄取付部は前記位置決め枠体に固設された複数のフックを備え、高欄取付部上に機器取
付部を位置決め載置した状態で前記引き止め型トグルクランプを前記フックに引っ掛けて
クランプすることにより機器取付部を高欄取付部に強固に固定することができること
（７）高欄取付部は、前記本体基板の両端部分の下面にそれぞれ２個の接地パッドを下方
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突出状態で備え、これら４個の接地パッドが橋梁高欄の上面部分に当接する状態で載置さ
れること
（８）高欄取付部は、橋梁高欄の上面部分に当接する状態で、橋梁高欄に架け回した２本
のラチェット式ラッシングベルトにより前記本体基板の両端部分をそれぞれ締め付けるこ
とにより橋梁高欄に固縛されること
（９）高欄取付部は、前記本体基板の両端部分の上面側にそれぞれ、前記ラチェット式ラ
ッシングベルトの幅広ベルトを通すための１対のベルト通し金具が所定間隔をおいて固設
されており、この１対のベルト通し金具の間隔部分が前記ラチェット式ラッシングベルト
のラチェット機体の載置領域となっていること
【請求項２】
　前記引き止め型トグルクランプは、機器取付部の前記上面板の四隅部分にそれぞれ固設
されて合計４個あることを特徴とする請求項１に記載の台座装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、河川の流況などを観測するための機器（たとえば撮影装置や電波流速計や
ドップラー水象レーダーなど）を橋梁の高欄に安定的に設置するという用途に適した台座
装置に関し、とくに、さまざまな形態の橋梁高欄に融通自在に適合するように工夫した構
造の台座装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　河川の流況などを観測する場としては、いろいろな観点から橋梁が好適であり便利であ
る。そのため橋梁に観測機器類を設置して観測を続けることがよく行われている。最近で
は河川観測用の計測システムにも進歩した情報通信技術が適用されており、橋梁の所定の
場所に機器類を設置した後は人は現場を離れて遠方監視システムにより観測データを処理
することが普通に行われている。
【０００３】
　よりよい河川管理のためには観測地点を多くすることが有効であり、河川に架かる数多
くの橋梁に観測用の機器類を設置して遠方監視システムに組み入れることが望ましい。そ
のために、橋梁の所定位置に観測機器を簡単な作業で短時間に設置できるようにすること
、設置した観測機器が長期間安定した姿勢に保たれること、設置した観測機器の撤去も簡
単な作業で行えること、などが要請されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　以上のことから、橋梁に観測機器を設置する具体的な場所として高欄（欄干）が選ばれ
ることが多い。周知のように、橋梁高欄は、橋梁の規模や構造によってさまざまな形態の
ものが造られている。このような状況下において、さまざまな形態の橋梁高欄に融通自在
に適合する便利な台座装置がこれまで開発されていなかったため、建築用などの各種の固
定具や締結具などを利用して現場現場で工夫しながら観測機器を高欄に据え付けしている
のが現状であり、上述した要請に十分に応えることができていなかった。また、これらの
固定具や締結具はねじ機構であるため、高欄を傷つけやすいことも問題であった。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　以上の観点で創作されたこの発明に係る台座装置は、つぎの事項（１）～（９）により
特定されるものである。
（１）台座装置は、高欄取付部と機器取付部とから構成されること
（２）高欄取付部は、長方形状の堅牢な金属平板からなる本体基板を主体とし、この本体
基板の上面中央部分に機器取付部を位置決めするための位置決め枠体が一体的に固設され
ていること
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（３）機器取付部は、本体基板より小さい長方形状の堅牢な金属平板からなる上面板を主
体とし、この上面板における２つの短辺側から下方に垂れ下がるように一体化された側面
板を備えること
（４）機器取付部は、前記上面板および前記側面板からなる外形形状が前記位置決め枠体
に接するように高欄取付部に着脱自在に嵌め込まれ、高欄取付部上に位置決めされて載置
されること
（５）機器取付部は、前記上面板の中央に機器連結具を備えており、これにより観測機器
の底面を前記上面板の上面に接合した状態で両者を強固に固定することができること
（６）機器取付部は前記上面板に固設された複数個の引き止め型トグルクランプを備え、
高欄取付部は前記位置決め枠体に固設された複数のフックを備え、高欄取付部上に機器取
付部を位置決め載置した状態で前記引き止め型トグルクランプを前記フックに引っ掛けて
クランプすることにより機器取付部を高欄取付部に強固に固定することができること
（７）高欄取付部は、前記本体基板の両端部分の下面にそれぞれ２個の接地パッドを下方
突出状態で備え、これら４個の接地パッドが橋梁高欄の上面部分に当接する状態で載置さ
れること
（８）高欄取付部は、橋梁高欄の上面部分に当接する状態で、橋梁高欄に架け回した２本
のラチェット式ラッシングベルトにより前記本体基板の両端部分をそれぞれ締め付けるこ
とにより橋梁高欄に固縛されること
（９）高欄取付部は、前記本体基板の両端部分の上面側にそれぞれ、前記ラチェット式ラ
ッシングベルトの幅広ベルトを通すための１対のベルト通し金具が所定間隔をおいて固設
されており、この１対のベルト通し金具の間隔部分が前記ラチェット式ラッシングベルト
のラチェット機体の載置領域となっていること
【発明の効果】
【０００６】
　高欄取付部は、橋梁高欄の所定個所の上面部分に４個の接地パッドで載置した状態で２
本のラチェット式ラッシングベルトにより橋梁高欄に固縛することとしたので、橋梁高欄
のさまざまな形態に融通自在に適用することができるし、橋梁高欄を傷つけることもなく
なる。また高欄取付部をラチェット式ラッシングベルトによって固縛する作業とは別に、
機器取付部を観測機器の所定部位に接合して前記機器連結具により強固に固定する作業を
行い、そのうえで、橋梁高欄に固縛された高欄取付部上に機器取付部を位置決め載置して
前記引き止め型トグルクランプにより強固に固定することで目的の作業の終了となる。し
たがって観測機器を橋梁高欄に据え付けることも撤去することもきわめて簡単に行える。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】高欄取付部１と機器取付部２の分解状態の斜視図
【図２】高欄取付部１と機器取付部２の組み合わせ状態の斜視図
【図３】高欄取付部１と機器取付部２の組み合わせ状態の正面図と正断面図
【図４】高欄取付部１と機器取付部２の組み合わせ状態の側面図
【図５】台座装置を用いて橋梁高欄に観測機器を接地した状態の具体例
【発明を実施するための形態】
【０００８】
＝＝＝高欄取付部１と機器取付部２の基本構成＝＝＝
　図１は台座装置を構成する高欄取付部１と機器取付部２とを分離した状態の斜視図であ
り、図２は高欄取付部１に機器取付部２を位置決めして載置した状態の斜視図である。図
３および図４も高欄取付部１に機器取付部２を組み合わせた状態を示している。
【０００９】
　図１に示すように、高欄取付部１は、長方形状の堅牢な金属平板からなる本体基板３を
主体として構成されている。本体基板３の上面中央部分には、機器取付部２を位置決めす
るための位置決め枠体４ａ・４ｂが一体的に固設されている。
【００１０】
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　機器取付部２は、本体基板３より小さい長方形状の堅牢な金属平板からなる上面板５を
主体とし、この上面板５における２つの短辺側から下方に垂れ下がるように一体的に折り
曲げ形成された側面板６ａ・６ｂを備えている。
【００１１】
　高欄取付部１の位置決め枠体４ａと４ｂの間隔寸法は、機器取付部２の上面板５の長辺
寸法（側面板６ａと６ｂの間隔寸法）とほぼ等しい。また、位置決め枠体４ａ・４ｂの長
さ寸法（コ字型部分の対向寸法）は上面板５の短辺寸法とほぼ等しい。
【００１２】
　上記のように構成されていることから図２～図４に示すように、機器取付部２は、前記
上面板５および前記側面板６ａ・６ｂからなる外形形状が前記位置決め枠体４ａ・４ｂに
接するように高欄取付部１に着脱自在に嵌め込まれ、高欄取付部１上に位置決めされて載
置される。
【００１３】
＝＝＝機器取付部２と観測機器の結合構造＝＝＝
　機器取付部２は、前記上面板５の中央に機器連結具７を備えており、これにより観測機
器の底面を前記上面板５の上面に接合した状態で両者を強固に固定することができる（図
５参照）。この実施例の機器連結具７は、上面板５の中央のねじ穴にねじ込まれるボルト
である。
【００１４】
　図５に示した実使用例においては、観測機器はカメラ２０と雲台２１である。カメラ２
０は雲台２１に装着され、雲台２１の底面が機器取付部２の上面板５の上に接合されて機
器連結具（ボルト）７で強固に固定されている。
【００１５】
＝＝＝高欄取付部１と機器取付部２の結合構造＝＝＝
　機器取付部２は、前記上面板５の四隅部分に固設された４個の引き止め型トグルクラン
プ８を備える。これに対応して、高欄取付部１は、前記位置決め枠体４ａ・４ｂに一体的
に固設された４個のフック９を備える。
【００１６】
　高欄取付部１の中央に前述のように機器取付部２を位置決め載置した状態で、機器取付
部２の４個の引き止め型トグルクランプ８を４個の前記フック９にそれぞれ引っ掛けてク
ランプすることにより、機器取付部２を高欄取付部１に強固に固定することができる（図
５参照）。
【００１７】
＝＝＝高欄取付部１と橋梁高欄の結合構造＝＝＝
　図３と図４に示すように、高欄取付部１は、前記本体基板３の両端部分の下面にそれぞ
れ２個の接地パッド１０を下方突出状態で備え、これら４個の接地パッド１０が橋梁高欄
の上面部分に当接する状態で載置される（図５参照）。接地パッド１０は多少の弾性を有
するゴムまたは硬質プラスチック製であり、本体基板３に強固にネジ止めされている。
【００１８】
　図５に示すように、高欄取付部１は、橋梁高欄の上面部分に４個の接地パッド１０によ
り当接する状態で、橋梁高欄に架け回した２本のラチェット式ラッシングベルト１１によ
り前記本体基板３の両端部分をそれぞれ締め付けることにより橋梁高欄に固縛される。
【００１９】
　ラチェット式ラッシングベルト１１による高欄取付部１の固縛を簡便に確実に行えるよ
うにするために、高欄取付部１は、前記本体基板３の両端部分の上面側にそれぞれ、前記
ラチェット式ラッシングベルト１１の幅広ベルトを通すための１対のベルト通し金具１２
が所定間隔をおいて固設されている。また、この１対のベルト通し金具１２と１２の間隔
部分が前記ラチェット式ラッシングベルトのラチェット機体１３を載置して収容する領域
となっている。
【００２０】
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　図５に示すように、高欄取付部１の両端部分において、それぞれ、ラッシングベルト１
１を一方のベルト通し金具１２に通すとともに、ラチェット機体１３を対向する２個のベ
ルト通し金具１２の間隔部分に収容する。そして、一方の金具１２を通したベルト１１を
橋梁高欄に架け回して、そのベルト先端を他方の金具１２を通してラチェット機体１３に
装着する。そしてラチェット機体１３のハンドルを繰り返し動かしてラッシングベルト１
１を引き締める。
【００２１】
＝＝＝まとめ＝＝＝
　以上のようにして、高欄取付部１は、橋梁高欄の上面部分に４個の接地パッド１０によ
り当接する状態で、橋梁高欄に架け回した２本のラチェット式ラッシングベルト１１によ
り前記本体基板３の両端部分をそれぞれ締め付けることにより橋梁高欄に固縛される。こ
の固縛作業の前あるいは後で、前述したように観測機器（カメラ２０と雲台２１）を機器
連結具（ボルト）７によって機器取付部２に固定し、さらに機器取付部２を４個の引き止
め型トグルクランプ８によって高欄取付部１に固定することで、図５に示すような態様で
観測機器を橋梁高欄に強固に安定に据え付けすることができる。
【００２２】
　観測が終わって機材を撤収するには、まず引き止め式トグルクランプ８による結合を解
除し、観測機器と機器取付部２を高欄取付部１から取り外し、その後でラチェット式ラッ
シングベルト１１による固縛を解いて高欄取付部１を橋梁高欄から取り外す。
【００２３】
　以上詳細に説明したように、この発明に係る台座装置を使用することにより、４個の接
地パッドと２本のラチェット式ラッシングベルトの作用で、さまざまな形態の橋梁高欄に
安定に高欄取付部１を据え付けて強固に固定することができる。また、高欄取付部１を橋
梁高欄に据え付けする作業と、観測機器を機器取付部２に結合する作業とを別々に行って
から、機器取付部２を高欄取付部１に引き止め式トグルクランプ８により確実に固定する
ことができるので、きわめて作業性がよい。もちろん機器撤去の作業性も良好である。ま
たベルト固縛式であるので橋梁高欄を傷つける心配もない。
【符号の説明】
【００２４】
　１…高欄取付部、２…機器取付部、３…本体基板、４ａ・４ｂ…位置決め枠体、５…上
面板、６ａ・６ｂ…側面板、７…機器連結具、８…引き止め式トグルクランプ、９…フッ
ク、１０…接地パッド、１１…ラチェット式ラッシングベルト、１２…ベルト通し金具、
１３…ラチェット機体、２０…カメラ、２１…雲台。
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